
柏崎 市立 図書 館（ ソ フィ アセ ンタ ー）  

 

■利 用の 受付  

１ 利用 初日 の６ カ 月前 から 受け 付け を 開 始し ます 。（受 付開 始 日が 休館 日に あた る

場合 は翌 日以 降の 開 館日 が受 付開 始日 と な りま す。）  

２  受 付 開 始 日 の 午 前 ９ 時 ３ ０ 分 か ら 先 着 順 に 受 け 付 け ま す 。 電 話 で の 仮 申 込 み も

同様 とし ます 。  

３ 「図 書館 施設 等 使用 許可 申請 書」 を 提 出し てく ださ い。  

４ 同一 施設 の連 続 使用 は、 原則 とし て １ ４日 以内 とし ます 。  

 

■申 し込 み上 の注 意  

１ 次の 各号 の一 つ に該 当す ると 認め た と きは 、施 設 の使 用を 許可 しま せ ん。開催 期

間中 であ って も判 明 した 時点 で中 止し て い ただ きま す。  

 ① 許可 を受 けた 目 的以 外に 施設 を使 用 し たと き。  

 ②  偽 りそ の他 不 正な 手段 によ り使 用 の 許可 を受 けた とき 。  

 ③ 公の 秩序 又は 善 良な 風俗 に反 する お そ れが ある とき 。  

 ④  施 設 また は設 備を 破損 す るお それ が ある とき 。  

 ⑤  営 利 を目 的と する とき 。  

 ⑥  政 治 的ま たは 宗教 的活 動 のお それ が ある もの 。  

 ⑦  大 量 の水 の使 用、 音量 が大 きい 、汚 損の おそ れが ある も の等、 図 書館 の運 営に

支障 がで るも の 。た だ し 、あ らか じめ 申 し 出て 館長 が許 可し た とき はこ の限 りで

ない 。  

 ⑧  前 回 の使 用に おい て 、使 用上 のき ま りを 守ら ず 、係 員の 指示 に従 わ なか った 者 。 

 ⑨  図 書 館の 敷地 内に おい て 広告 宣伝 、 ビラ まき 、ア ンケ ート 等を 行 うこ と。た だ

し、 館長 が許 可し た とき はこ の限 りで な い 。  

 ⑩  そ の 他、 管理 上支 障が あ ると き。  

２ 許可 条件  

 ①  利 用 は柏 崎市 内ま たは 刈 羽村 内に 事 務所・ 事務 局を 置 く、ま たは 代 表者 が住 所

を有 する 学校 教育 、社会 教 育、文 化活 動及 び芸 術活 動等 に関 す る団 体・グ ルー プ

とす る。 個人 での 利 用は でき ませ ん。  

 ②  許 可 を受 けた 目的 以外 に 使用 し、ま たは 権利 を譲 渡若 し くは 転貸 する こと は で

きま せん 。  

 ③  使 用 許可 のな い室 また は 物件 は使 用 しな いこ と。  

 ④  施 設 や設 備に 汚損 また は 破損 が生 じ た場 合は、 速や か に係 員に 報告 し、 弁償 す

会議室の利用申し込みにあたって 
※利用申し込みをする前にご覧ください。 



るこ と。  

 ⑤  喫 煙 は禁 止し ます 。  

 ⑥  使 用 終了 後は 使用 前の 状 態に 戻し て いた だく こと を基 本 とし ます 。  

 ⑦  準 備 及び 後片 付け も含 め て使 用で き る時 間は 開館 時間 内 とな りま す。  

３ 使用 上の 注意  

 ①  開 館 は午 前９ 時３ ０分 で すが 、開 館 前に 準備 が必 要な 時 はそ の旨 係員 にご 相 談

くだ さい 。  

 ②  会 議 室は 施錠 して あり ま す。利 用に 来ら れま した ら、 １階 総合 カウ ン ター にい

る係 員に 来館 した 旨 お話 しく ださ い。そ の 際に 貸与 され た部 屋 鍵を 用い て開 錠し

てく ださ い。  

 ③  仕 切 って ２室 とし て使 用 でき る構 造 にな って いま す 。同 時に 複数 者 に使 用さ せ

る 場 合 が あ り ま す の で 、 相 互 の 利 用 の 妨 げ に な ら な い よ う に 配 慮 し て く だ さ い 。 

 ④  会 議 室で の飲 食は 認め ま すが、 会食 が主 目的 であ った り、 にぎ やか に なっ たり

する よう な使 用方 法 、アル コー ル類 は禁 止 しま す。（ 机 が汚 れた 場合 は 、ふ きん 等

で拭 いて くだ さい 。）  

 ⑤  使 用 の際 に出 たご み（ 飲 食の 生ご み も含 む。） は持 ち帰 って くだ さ い。  

 ⑥  使 用 が終 わり まし たら 、施錠 した う えで １階 総合 カウ ン ター にい る係 員に そ の

旨を 告げ 、利 用報 告 書を 提出 し、 貸与 さ れ た部 屋鍵 を返 却し て くだ さい 。  

 

■利 用の 用途  

  勉強 会 、研 修 会 、会 議 、打 合会 にお 使 いく ださ い 。大 き な音 の出 る使 い方 等 、他

の利 用者 に迷 惑が か かる 恐れ があ る場 合 は 、利 用を 制限 させ てい た だく 場合 があ

りま す。  

 

■そ の他  

  市、教 育 委員 会、図書 館が 主催 また は 共催 する 展示 会・行事・事 業等 につ いて は 、

最優 先と なり ます の でご 承知 おき くだ さ い 。  

 


